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5 2023（令和5年）

◆  5 月 の 税 務 と 労 務 5月

地方税納付書にQRコード　令和5年度から、地方税の納付書に「地方税統一QRコード」
（eL-QR）が付されています。このQRコードにより、市・県民税（普通徴収）や固定資産税・
都市計画税、自動車税・軽自動車税（種別割）について、eLTAXや金融機関、スマホア
プリによる納税ができます（対象税目は自治体により異なります）。

国　税／�4月分源泉所得税の納付� 5月10日
国　税／�3月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

� 5月31日
国　税／�9月決算法人の中間申告� 5月31日
国　税／�6月、9月、12月決算法人の消費税等の中

間申告（年3回の場合）� 5月31日
国　税／�個人事業者の消費税等の中間申告（年3回

の場合）� 5月31日
国　税／�確定申告税額の延納届出による延納税額の

納付� 5月31日
国　税／�特別農業所得者の承認申請� 5月15日

地方税／�自動車税・鉱区税の納付�
� 都道府県の条例で定める日

ハンカチの木
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5 月号─2

　

現
在
、
さ
ま
ざ
ま
な
企
業
で
、
社

員
が
不
妊
治
療
を
受
け
な
が
ら
働
き

続
け
ら
れ
る
職
場
づ
く
り
に
取
り
組

む
動
き
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。
こ
う

し
た
取
り
組
み
は
、
離
職
の
防
止
、

社
員
の
安
心
感
や
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン

の
向
上
、
新
た
な
人
材
を
引
き
付
け

る
こ
と
な
ど
に
繋
が
り
、企
業
に
と
っ

て
も
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。

　

今
回
は
、
不
妊
治
療
と
仕
事
と
の

両
立
を
図
る
社
内
の
取
り
組
み
に
つ

い
て
、
解
説
し
ま
す
。

一
　
現
況

　

ま
ず
は
、
不
妊
治
療
及
び
仕
事
と

の
両
立
の
現
状
、
そ
し
て
法
令
等
の

動
向
に
つ
い
て
お
伝
え
し
ま
す
。

⑴　

不
妊
治
療
及
び
仕
事
と
の
両
立

の
現
状

①　

不
妊
の
検
査
や
治
療
を
受
け
た

こ
と
が
あ
る
夫
婦
の
割
合

　
　
「
不
妊
の
検
査
や
治
療
を
受
け

た
こ
と
が
あ
る
」（
又
は
、
現
在
受

け
て
い
る
）夫
婦
は
18
・
２
％
で
、

こ
れ
は
夫
婦
全
体
の
５
・
５
組
に

１
組
の
割
合
に
な
り
ま
す
。

②　

仕
事
と
不
妊
治
療
の
両
立
状
況

　
　
「
両
立
し
て
い
る
」
は
53
％
で
、

以
下
、「
両
立
で
き
ず
仕
事
を
辞

め
た
」16
％
、「
両
立
で
き
ず
不
妊

治
療
を
や
め
た
」11
％
、「
両
立
で

き
ず
雇
用
形
態
を
変
え
た
」
８
％

の
順
で
、「
そ
の
他
」が
12
％
で
し

た
。

③　

仕
事
と
不
妊
治
療
を
両
立
す
る

上
で
利
用
し
た
制
度

　
　

利
用
し
た
（
ま
た
は
利
用
し
よ

う
と
し
て
い
る
）制
度
は
、「
年
次

有
給
休
暇
」
が
最
も
多
く
、
次
い

で
「
柔
軟
な
勤
務
を
可
能
と
す
る

制
度
（
勤
務
時
間
、
勤
務
場
所
）」

「
休
職
制
度
」と
な
っ
て
い
ま
す
。

④　

仕
事
と
不
妊
治
療
と
の
両
立
を

す
る
上
で
の
会
社
等
へ
の
希
望

　
　
「
不
妊
治
療
の
た
め
の
休
暇
制

度
」
や
「
柔
軟
な
勤
務
を
可
能
と

す
る
制
度
（
勤
務
時
間
、
勤
務
場

所
）」、「
有
給
休
暇
を
時
間
単
位

で
取
得
で
き
る
制
度
」
が
多
く
挙

げ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、そ
の
他
、「
有

給
休
暇
な
ど
現
状
あ
る
制
度
を
取

り
や
す
い
環
境
作
り
」や「
上
司
・

同
僚
の
理
解
を
深
め
る
た
め
の
研

修
」
等
も
一
定
程
度
ニ
ー
ズ
が
あ

り
ま
す
。

⑵　

法
令
等
の
動
向

①
　
次
世
代
法

　
　

不
妊
治
療
と
仕
事
と
の
両
立
に

つ
い
て
は
、
令
和
３
年
２
月
に
次

世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法（「
次

世
代
法
」）に
基
づ
く
行
動
計
画
策

定
指
針
が
改
正
さ
れ
、
一
般
事
業

主
行
動
計
画
に
盛
り
込
む
こ
と
が

望
ま
し
い
事
項
と
し
て
「
不
妊
治

療
を
受
け
る
労
働
者
に
配
慮
し
た

措
置
の
実
施
」
が
追
加
さ
れ
ま
し

た（
令
和
３
年
４
月
よ
り
適
用
）。

　
　

前
記
の
一
般
事
業
主
行
動
計
画

と
は
、
仕
事
と
子
育
て
の
両
立
を

図
る
た
め
の
雇
用
環
境
の
整
備

や
、
子
育
て
を
し
て
い
な
い
従
業

員
も
含
め
た
多
様
な
労
働
条
件
の

整
備
な
ど
に
取
り
組
む
計
画
を
い

い
、
従
業
員
数
１
０
１
人
以
上
の

企
業
に
は
、
行
動
計
画
の
策
定
・

届
出
、
公
表
・
周
知
が
義
務
付
け

ら
れ
て
い
ま
す
。

　
　

追
加
さ
れ
た
内
容
は
、
次
の
と

お
り
で
す
。

　
〈
不
妊
治
療
を
受
け
る
労
働
者
に

配
慮
し
た
措
置
の
実
施
〉

　
　

働
き
な
が
ら
不
妊
治
療
を
受
け

る
労
働
者
が
不
妊
治
療
の
た
め
の

時
間
を
確
保
で
き
る
よ
う
に
す
る

た
め
、
次
の
措
置
を
講
ず
る
。

・　

不
妊
治
療
の
た
め
に
利
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
休
暇
制
度（
多

様
な
目
的
で
利
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
休
暇
制
度
や
利
用
目
的

を
限
定
し
な
い
休
暇
制
度
を
含

む
。）

・　

年
次
有
給
休
暇
の
半
日
単
位

の
付
与
や
時
間
単
位
付
与
制
度

・　

所
定
外
労
働
の
制
限

・　

始
業
・
終
業
時
刻
の
繰
上
げ

又
は
繰
下
げ
の
制
度

・　

フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制

・　

短
時
間
勤
務
制
度
、テ
レ
ワ
ー

ク
（
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用
し
た
場
所

に
と
ら
わ
れ
な
い
働
き
方
を
い

う
。）の
導
入

・　

そ
の
他
の
措
置

　
　

こ
の
場
合
、
具
体
的
な
ニ
ー
ズ

は
労
働
者
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
る

こ
と
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、

各
企
業
に
お
い
て
、
不
妊
治
療
と

仕
事
の
両
立
の
推
進
に
関
す
る
取

仕事と
不妊治療の
両立



3─5月号

組
体
制
を
整
備
し
、
そ
の
雇
用
す

る
労
働
者
の
ニ
ー
ズ
を
把
握
す
る

た
め
の
調
査
を
行
い
、
そ
の
結
果

を
踏
ま
え
た
措
置
を
講
ず
る
こ
と

が
望
ま
し
い
。
ま
た
、
不
妊
治
療

と
仕
事
の
両
立
の
推
進
に
関
す
る

企
業
の
方
針
や
具
体
的
措
置
に
つ

い
て
の
労
働
者
に
対
す
る
周
知
、

社
内
に
お
け
る
理
解
促
進
の
た
め

の
取
組
、
担
当
者
に
よ
る
相
談
対

応
等
を
併
せ
て
行
う
こ
と
が
望
ま

し
い
。

　
　

ま
た
、
休
暇
制
度
等
の
運
用
に

当
た
っ
て
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保

護
の
観
点
か
ら
、
労
働
者
の
不
妊

治
療
等
の
機
微
な
個
人
情
報
の
取

扱
い
に
十
分
留
意
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。

②
　
く
る
み
ん
認
定
制
度

　
　

令
和
４
年
４
月
よ
り
「
不
妊
治

療
と
仕
事
と
の
両
立
」
に
取
り
組

む
企
業
を
認
定
す
る
「
く
る
み
ん

プ
ラ
ス
」
等
制
度
が
新
設
さ
れ
ま

し
た（
厚
生
労
働
省
）。

　
　

こ
の
制
度
は
、
次
世
代
法
に
基

づ
き
、「
く
る
み
ん
」
等
の
認
定

を
受
け
た
企
業
が
、
不
妊
治
療
と

仕
事
と
の
両
立
に
も
積
極
的
に
取

り
組
み
、
一
定
の
認
定
基
準
を
満

た
し
た
場
合
に
、
３
種
類
の
く
る

み
ん
に
そ
れ
ぞ
れ
「
プ
ラ
ス
」
認

定
を
追
加
す
る
も
の
で
す
。

二
　
両
立
支
援
の
実
施

　

社
員
の
不
妊
治
療
と
仕
事
と
の
両

立
支
援
の
取
組
を
行
う
に
は
、
以
下

の
５
つ
の
ス
テ
ッ
プ
が
必
要
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

⑴　

取
組
方
針
の
明
確
化
、
取
組
体

制
の
整
備

・　

企
業
の
方
針
を
企
業
ト
ッ
プ
が

社
内
に
周
知
す
る

・　

両
立
支
援
担
当
者
の
決
定

・　

社
内
外
の
対
応
に
つ
い
て
情
報

収
集

⑵　

社
員
の
不
妊
治
療
と
仕
事
と
の

両
立
に
関
す
る
実
態
把
握

・　

社
内
の
理
解
度
を
把
握

・　

社
内
の
ニ
ー
ズ
等
を
把
握

・　

社
員
か
ら
の
ヒ
ア
リ
ン
グ

・　

労
働
組
合
等
と
の
意
見
交
換

　

実
態
把
握
の
ア
ン
ケ
ー
ト
や
ヒ
ア

リ
ン
グ
項
目
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労

働
省
が
公
開
し
て
い
る
「
不
妊
治
療

を
受
け
な
が
ら
働
き
続
け
ら
れ
る
職

場
づ
く
り
の
た
め
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
」

に
例
示
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
ご
活

用
さ
れ
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

⑶　

制
度
設
計
・
取
組
の
決
定

・　

実
態
把
握
を
踏
ま
え
て
ニ
ー
ズ

に
応
じ
た
制
度
設
計

・　

就
業
規
則
の
整
備

⑷　

運
用

・　

社
内
へ
制
度
の
周
知

・　

社
内
意
識
の
醸
成

　

運
用
の
際
は
、
社
内
の
相
談
窓
口

を
定
め
て
周
知
す
る
こ
と
の
ほ
か
、

外
部
の
不
妊
専
門
相
談
セ
ン
タ
ー

（
厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
、

全
国
の
セ
ン
タ
ー
一
覧
公
開
）
へ
の

相
談
を
勧
め
る
こ
と
も
有
効
で
す
。

⑸　

取
組
実
績
の
確
認
、
見
直
し

・　

制
度
や
取
組
実
績
の
確
認

・　

制
度
や
取
組
の
浸
透
状
況
、
要

件
・
手
続
き

・　

社
員
の
ニ
ー
ズ
等
を
改
め
て
確

認
・　

制
度
・
運
用
の
見
直
し

三
　
支
援
の
た
め
の
各
種
制
度

や
取
組

　

不
妊
治
療
と
仕
事
と
の
両
立
を
支

援
す
る
た
め
の
各
種
制
度
や
取
組
の

例
を
大
き
く
４
つ
に
分
類
し
て
、
紹

介
し
ま
す
。

①
　
不
妊
治
療
の
た
め
に
利
用
可
能

な
休
暇
・
休
職
制
度

・　

不
妊
治
療
に
特
化
し
た
休
暇

制
度

・　

不
妊
治
療
に
特
化
し
な
い
が
、

不
妊
治
療
も
対
象
と
な
る
休
暇

制
度

・　

失
効
年
次
有
給
休
暇
の
積
立

制
度

・　

半
日
単
位
、
時
間
単
位
の
年

次
有
給
休
暇
の
取
得
制
度

・　

不
妊
治
療
に
特
化
し
た
休
職

制
度

②
　
両
立
を
支
援
す
る
柔
軟
な
働
き

方
に
資
す
る
制
度

・　

フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制

・　

時
差
出
勤
制
度

・　

短
時
間
勤
務
制
度

・　

テ
レ
ワ
ー
ク

・　

再
雇
用
制
度

③
　
費
用
の
助
成
制
度

・　

不
妊
治
療
費
へ
の
補
助
金
制

度
・　

不
妊
治
療
費
の
貸
付
金
制
度

④
　
そ
の
他
の
取
組

・　

専
門
家
へ
の
相
談

・　
ｅ
ラ
ー
ニ
ン
グ

・　

研
修
、
セ
ミ
ナ
ー
、
啓
発
資

料
の
作
成
配
布
等
の
啓
発
活
動

・　

社
員
の
ニ
ー
ズ
調
査
の
実
施

・　

人
事
労
務
担
当
者
、
産
業
医

等
、
産
業
保
健
ス
タ
ッ
フ
、
経

験
者
に
相
談
で
き
る
体
制
整

備
、
情
報
提
供



5 月号─4

　令和５年１月から、毎月の社会保険料額
等の情報をオンラインで取得できる「オン
ライン事業所年金情報サービス」が開始さ
れました。このサービスは、事業主が、毎
月の社会保険料額情報等の電子データを
「e-Gov」のマイページで受け取れるサービ
スで、初回の申込み以降は定期的に受け取
ることができます。
１　メリット
　利用のメリットは、次のとおりです。
⑴　紙の通知書よりも早く受け取り・確認
が可能

　納入告知書等の到着前に毎月の社会保険
料額を確認できるなど、これまでよりも早
く各種情報・通知書の受け取り・確認がで
きます。
⑵　定期的に受け取りが可能
　一度申込みした後は、定期的に情報が送

られます。
⑶　データの活用が可能
　電子データで受け取れるため、社内シス
テムで取り込み、自社で保有するデータと
の突合等、業務の効率化を図ることができ
ます。
２　手順
　申込みの手順は、次のとおりです。
①　GビズIDを取得
②　e-Govのマイページにログイン
③　利用申込み
　電子データで受け取れる各種情報・通知
書は、以下のとおりです。
・　社会保険料額情報
・　保険料増減内訳書
・　基本保険料算出内訳書
・　賞与保険料算出内訳書
・　被保険者データ
・　決定通知書等
　オンライン事業所年金情報サービスの利
用方法等については、日本年金機構ホーム
ページをご覧ください。

オンライン事業所 
　年金情報サービス

　令和５年４月より、出産育児一時金（健
康保険）が引き上げられました。出産育児
一時金は、健康保険の被保険者又は被扶養
者が出産したときに支給されるものです。
支給額は、これまでも出産費用等の状況を
踏まえて弾力的な改定が行われており、今
回は令和４年度の全施設の出産費用の平均
額の推計等を勘案して、以下のように引き
上げられることとなりました。
（改正前）
　40.8万円＋加算1.2万円　総額42万円
（改正後）
　48.8万円＋加算1.2万円　総額50万円
　「総額」は、産科医療補償制度の加算対
象となる出産に係る支給額を加算した後の
金額です。
　なお、出産育児一時金の支給は、被保険
者等が医療機関等に対して支払う出産費用
に充てることができるよう、医療機関への
直接支払制度により行われています。

出産育児一時金の金額変更
〔健康保険〕

　

地
域
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
（
サ
ポ
ス
テ
）
は
、
働
く
こ
と
に

悩
み
を
抱
え
て
い
る
15
歳
か
ら
49
歳

ま
で
の
方
を
対
象
に
、
就
労
に
向
け

た
支
援
を
行
う
機
関
で
す
。

　

身
近
に
相
談
で
き
る
機
関
と
し

て
、
全
て
の
都
道
府
県
に
設
置
さ
れ

て
い
ま
す
（
令
和
５
年
２
月
時
点

１
７
７
か
所
）。

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
設
け
ら
れ

た
サ
ポ
ス
テ
ネ
ッ
ト
（「
サ
ポ
ス
テ
」

で
検
索
）
で
は
、
全
国
の
設
置
場
所

情
報
や
支
援
内
容
等
が
公
開
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

近
く
に
サ
ポ
ス
テ
が
な
い
場
合
で

あ
っ
て
も
、「
サ
テ
ラ
イ
ト
」、「
出

張
相
談
」、「
メ
ー
ル
や
電
話
に
よ
る

相
談
」
な
ど
を
行
っ
て
い
る
場
合
も

あ
り
ま
す
の
で
、
最
寄
り
の
サ
ポ
ス

テ
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

費
用
は
、
一
部
を
除
き
原
則
と
し

て
無
料
で
す
。

地
域
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
紹
介


